
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動通信網内のデータサーバからの配信情報を、予め設定した優先順位に対応した複数の
配信エリアのうち、所定優先順位に応答する配信エリアに配信し、当該配信後に前記配信
エリア内の 移動機から前記配信情報の送達確認応答がなされたかを判断
し、前記配信エリア内の配信すべき全ての移動機から送達確認応答がなされるまで優先順
位を下げて、前記配信及び前記判断を繰り返すことを特徴とする情報配信サービスにおけ
る配信エリア設定方法。
【請求項２】
請求項１において、
前記各配信エリアは、同一個所から優先順位にしたがって徐々に範囲が拡大することを特
徴とする情報配信サービスにおける配信エリア設定方法。
【請求項３】
請求項１において、
前記各配信エリアは、互いに別個のエリアであることを特徴とする情報配信サービスにお
ける配信エリア設定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報配信サービスにおける配信エリア設定方法に関し、特に、移動通信網内に
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設置されたデータサーバから所定の配信エリアに情報を配信する際の処理に特徴を有する
方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、情報配信サービスを提供する移動通信網においては、当該移動通信網内の配信する
エリアをデータサーバに登録しておき、あらかじめ定めた配信条件（期日、時間等）に達
したときに、データサーバからの配信すべき情報（配信情報）を登録したエリアに配信す
る。データサーバから出力された配信情報は、当該移動通信網内の所定の交換機を介して
該当する１つまたは複数の無線基地局から配信される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この場合、データサーバからの配信情報を、登録したエリアに該当する所定の無線基地局
から、一度に配信することになるので、もし、そのエリアに配信すべき移動機（端末）が
在圏しなかった場合、当該配信した信号は無駄になってしまう。この無駄は、配信するエ
リアがある程度広い範囲（複数セル）に設定されていた場合に一層助長される。
【０００４】
そこで本発明の目的は以上のような問題を解決し、無駄な配信をできるだけ避け、配信す
る情報量を軽減させることが可能な情報配信サービスにおける配信エリア設定方法を提供
することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項１の発明は、移動通信網内のデータサーバからの配信情
報を、予め設定した優先順位に対応した複数の配信エリアのうち、所定優先順位に応答す
る配信エリアに配信し、当該配信後に前記配信エリア内の配信すべき全ての移動機から前
記配信情報の送達確認応答がなされたかを判断し、前記配信エリア内の配信すべき全ての
移動機から送達確認応答がなされるまで優先順位を下げて、前記配信及び前記判断を繰り
返すことを特徴とする。
【０００６】
また、請求項２の発明は、請求項１において、前記各配信エリアは、同一個所から優先順
位にしたがって徐々に範囲が拡大することを特徴とする。
【０００７】
さらに、請求項３の発明は、請求項１において、前記各配信エリアは、互いに別個のエリ
アであることを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施形態に係る概念図である。１は移動通信網、２は移動通信網１内に設
けられたデータサーバであって、このデータサーバ２は、後述する配信処理を制御する制
御部を有し、この制御部は、後述の図２に示す制御手順を実行する。またデータサーバ２
は、後述の図２に示す制御手順を記憶した制御手順記憶部と、前記制御部による制御手順
実行の際のワークエリアとしての処理情報の一時記憶部と、配信情報を記憶する配信情報
記憶部と、配信情報を配信すべき移動機（端末）の情報（電話番号）を記憶する配信移動
機情報記憶部と、前記配信情報を配信するタイミングを記憶するタイミング記憶部と、前
記配信情報を配信する複数のエリアを記憶するエリア記憶部と、前記複数の配信するエリ
アの優先順位を記憶する優先順位記憶部と、優先順位レジスタとを有する。優先順位レジ
スタの初期値は１であり、値は、１つずつ更新され、最大値（エリア記憶部内のエリア数
）の次は１に更新される。
【０００９】
３は第１の無線基地局、４は第２の無線基地局であって、これらと、データサーバ２との
間には、加入者交換機、ＩＰネットワーク、関門交換ノード等の設備が配置されているが
、これらの設備は、移動通信網における通常の設備であるので、図示および説明は省略す
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る。
【００１０】
Ａ１は第１の無線基地局３によって形成される第１の配信エリア、Ａ２は第２の無線基地
局４によって形成される第２の配信エリアである。５はアダプタ６を介して移動機７に接
続された端末、たとえば、モバイル型パーソナルコンピュータである。アダプタ６は移動
機７と端末５とを接続するものであって、たとえばケーブルである。移動機７は、自動車
電話機、携帯電話機、ＰＨＳ型電話機などである。
【００１１】
配信情報は、例えば文字情報からなり、受信された移動機７の端末５の表示手段上に可視
表示される。また、データサーバ２は配信情報に、配信エリアを示す情報（配信エリア情
報）と、その配信情報が配信すべき移動機に送達されたかを確認するための送達確認信号
とを付加して出力する。移動機７または端末５は、基地局から送信された配信情報および
それに付加された送達確認信号を受信したときに、その送達確認信号に応答して、当該移
動機の電話番号を含む送達確認応答信号を当該移動機から送信する処理を行う。
【００１２】
優先順位記憶部に記憶する優先順位は、例えば１番目は、第１の配信エリア、２番目は、
第２の配信エリア、３番目は、第３の配信エリアというように定めることができる。
【００１３】
第１の配信エリアＡ１は、たとえば渋谷駅を中心に半径２ｋｍ以内、第２の配信エリアＡ
２は、例えば四谷駅を中心に半径４ｋｍ以内というように、互いにオーバーラップするこ
となく設定することができ、エリア数は限定されない。また、たとえば、第１の配信エリ
アＡ１を渋谷駅を中心に半径２ｋｍ以内、第２の配信エリアＡ２を渋谷駅を中心に半径４
ｋｍ以内、第３の配信エリアを渋谷駅を中心に半径６　ｋｍ以内というように、渋谷駅を
中心に順次領域を拡大していくように設定することもでき、複数のエリアは種々の形態で
設定することができる。なお、配信エリアの拡大は、具体的には、無線基地局の数を順次
増加することによって対応することができ、その制御は、例えば、データサーバの制御に
基づいて行うこともできる。
【００１４】
データサーバ２に対する配信情報の登録は、たとえばオフラインで、すなわちデータサー
バ２に対する情報入力手段としてのキーボードからオペレータが入力すること、移動機か
ら移動通信網１内の所定の電話番号に接続して所定の手順で配信情報を入力し、移動通信
網１内の所定のルートを介してデータサーバ２に登録することなどによって行うことがで
きる。配信条件（期日、時間など）も同様にして登録することができる。また、これらの
変更も同様にして行うことができる。
【００１５】
図２は以上のような構成において行われる、データサーバの情報配信処理のフローを示す
。
【００１６】
まず、ステップ１（Ｓ１）で、配信条件であるタイミングに到達したかを判断し、到達し
たならば、Ｓ２で、優先順位レジスタの値にしたがった優先順位記憶部内の優先順位、す
なわち、ここでは、第１番目の優先順位のエリア、例えば第１の配信エリア３を示す配信
エリア情報と、送達確認信号とを付加して、配信情報記憶部内の配信情報を出力する。デ
ータサーバ２から出力された配信情報及び送達確認信号は、移動通信網１内の所定のルー
トを介して第１の配信エリアに該当する基地局から配信される。この配信によって、前記
第１の配信エリア３内に、該当する移動機が受信可能な状態で在圏していた場合は当該配
信情報等が受信され、当該移動機からは、送達確認応答信号が送信され、基地局が受信し
、移動通信網１内の所定のルートを介してデータサーバ２に入力されることになる。
【００１７】
ついで、Ｓ３で、所定時間後に、配信移動機情報記憶部内の全ての移動機から送達確認応
答信号が返送されたかを確認し、全ての移動機から送達確認応答信号が返送された場合は
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、終了するかまたはＳ１へ進む。またＳ３で、全ての移動機から送達確認応答信号が返送
されていない場合は、Ｓ４に進み、そこで、優先順位レジスタの値を１つ更新し（すなわ
ち、値は２）、Ｓ５に進む。
【００１８】
Ｓ５では、優先順位レジスタの値が１かを判断する。この場合、１でないのでＳ２に戻り
、次の配信エリア、すなわち、第２の配信エリア４に配信情報及び送達確信信号を配信し
、以後、前記同様の処理を行う。そして、Ｓ５で、優先順位レジスタの値が１である場合
は、全ての配信エリアでの配信が行われていることになるので、終了またはＳ１に戻る。
【００１９】
なお、前記実施形態では、配信情報に送達確認信号を付加することを要件としたが、本発
明は、これに限らず、例えば、送達確認信号を付加せず、移動機の側において、配信信号
を受信した場合は、送達確認応答信号に相当する信号を送信するように構成することもで
きる。
【００２０】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、優先順位を設けて、あらかじめ登録した配信すべき全て
の移動機に配信されたかを確認しながら、徐々に配信エリアを変更または徐々に拡大して
いくことによって、移動通信網全体からみて、チャネルの占有量（配信する情報量）を軽
減させることができ、また無駄な信号量を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の構成を示す図である。
【図２】データサーバの情報配信処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１　移動通信網
２　データサーバ
３　第１の無線基地局
４　第２の無線基地局
５　端末
６　アダプタ
７　移動機
Ａ１　第１の配信エリア
Ａ２　第２の配信エリア
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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